


危機！



　令和7年10月22日、東京国際フォーラムにおいて「令和7年度健康
保険組合全国大会」が、オンラインを併用したハイブリッド方式で
開催されました。
　「皆保険存続の危機！持続可能な制度のために今こそ抜本改革
を̶現役世代を守れ、2025年問題は終わっていない̶」をテーマに、
下記決議を採択しました。
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皆
保
険
存
続
の
危
機
！
持
続
可
能
な
制
度
の
た
め
に
今
こ
そ
抜
本
改
革
を

　
　

―
現
役
世
代
を
守
れ
、２
０
２
５
年
問
題
は
終
わ
っ
て
い
な
い
―

　
全
て
の
団
塊
の
世
代
が
75
歳
以
上
と
な
る
2
0
2
5
年
を
迎
え
た
。
我
々
が
こ
の
数
年

来
、
組
織
の
総
力
を
挙
げ
て
求
め
て
き
た
全
世
代
型
社
会
保
障
制
度
改
革
は
、
高
齢
者
の

一
定
以
上
所
得
者
の
自
己
負
担
引
き
上
げ
や
保
険
料
算
定
の
見
直
し
な
ど
の
法
改
正
が
行

わ
れ
た
も
の
の
、
高
齢
者
医
療
へ
の
拠
出
金
は
依
然
と
し
て
過
重
な
負
担
が
続
き
、
厳
し

い
健
保
組
合
財
政
を
好
転
さ
せ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
現
役
世
代
の
人
口
減
少
と
、
高

齢
化
に
伴
う
高
齢
者
医
療
費
の
増
加
が
重
な
る
「
2
0
2
5
年
問
題
」
は
終
わ
っ
て
お
ら

ず
、
よ
り
大
き
な
壁
と
し
て
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
。

　
加
え
て
、
高
齢
化
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
2
0
4
0
年
頃
に
か
け
て
、
医
療
の
高
度
化
等

も
相
ま
っ
て
医
療
費
は
さ
ら
に
増
加
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
り
、
医
療
保
険
財
政
の
一
層

の
悪
化
は
避
け
ら
れ
な
い
。
現
役
世
代
に
過
度
に
依
存
し
た
負
担
構
造
の
ま
ま
で
は
、
給

付
と
負
担
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
拡
大
し
、国
民
の
安
心
の
礎
で
あ
る
「
国
民
皆
保
険
制
度
」

そ
の
も
の
が
危
機
的
状
況
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
今
こ
そ
制
度
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
全

世
代
で
支
え
る
改
革
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
た
め
に
は
、
加
入
者
や
国
民
の
理
解
と
協
力
が
不
可
欠
で
あ
り
、
医
療
費
の
財
源

は
有
限
で
あ
る
と
の
認
識
の
も
と
、
自
身
の
健
康
を
守
る
こ
と
か
ら
始
め
る
セ
ル
フ
メ

デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
取
り
組
み
推
進
を
図
る
ほ
か
、
保
険
給
付
範
囲
の
見
直
し
や
経
済
性

も
考
慮
し
た
薬
剤
使
用
の
最
適
化
な
ど
の
「
保
険
給
付
の
適
正
化
・
重
点
化
」
を
進
め
る

と
と
も
に
、
世
代
内
・
世
代
間
の
「
負
担
の
公
平
性
」
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
今
後
の
医
療
ニ
ー
ズ
の
変
化
や
医
療
・
介
護
従
事
者
の
急
減
を
想
定
す
れ
ば
、

医
療
機
能
の
分
化
・
連
携
の
強
化
や
か
か
り
つ
け
医
機
能
の
浸
透
に
よ
り
、
国
民
に
と
っ

て
安
全
・
安
心
で
効
果
的
・
効
率
的
な
医
療
・
介
護
体
制
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

医
療
Ｄ
Ｘ
に
つ
い
て
も
、
限
ら
れ
た
医
療
資
源
を
有
効
活
用
し
、
持
続
可
能
な
社
会
保
障

制
度
を
築
く
た
め
に
不
可
欠
な
ツ
ー
ル
と
な
る
。
ま
ず
は
12
月
に
迫
っ
た
マ
イ
ナ
保
険
証

へ
の
完
全
移
行
を
成
し
遂
げ
、
国
民
が
メ
リ
ッ
ト
を
実
感
で
き
、
よ
り
良
質
か
つ
効
率
的

な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
体
制
を
整
備
す
べ
き
で
あ
る
。

　
健
保
組
合
は
こ
れ
ま
で
も
事
業
主
と
と
も
に
、
加
入
者
の
特
性
に
応
じ
た
き
め
細
や
か

な
保
健
事
業
を
効
果
的
・
効
率
的
に
展
開
し
、
健
康
づ
く
り
・
疾
病
予
防
な
ど
に
取
り
組

む
こ
と
で
健
康
を
創
出
し
、
健
康
寿
命
の
延
伸
に
も
貢
献
し
て
き
た
。

　
今
後
も
加
入
者
の
多
様
化
な
ど
社
会
の
変
化
に
対
応
し
、医
療
Ｄ
Ｘ
を
活
用
し
な
が
ら
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
現
役
世
代
へ
の
理
解
促
進
の
た
め
の
取
り
組
み
も
強
化
し
つ
つ
、
加
入

者
の
た
め
に
先
駆
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
を
宣
言
し
、
組
織
の
総
意
を
も
っ
て

こ
こ
に
決
議
す
る
。

一
．
現
役
世
代
の
負
担
軽
減
と
全
世
代
で
支
え
る
持
続
可
能
な
制
度
の
実
現

一
．
保
険
給
付
の
適
正
化
・
重
点
化
と
負
担
の
公
平
性
確
保

一
．
安
全
・
安
心
で
効
果
的
・
効
率
的
な
医
療
提
供
体
制
の
構
築
と
医
療
Ｄ
Ｘ
の
推
進

一
．
加
入
者
の
健
康
を
支
え
る
健
保
組
合
の
保
健
事
業
の
充
実
・
拡
充

▼
現
役
世
代
の
負
担
軽
減
と
全
世
代
で
支
え
る
持
続
可
能
な
制
度
の
実
現

　

わ
が
国
の
高
齢
化
や
医
療
の
高
度
化
等
に
よ
り
医
療
費
の
増
加
傾
向
が
続
く
な

か
、
支
え
手
で
あ
る
現
役
世
代
は
減
少
し
、
国
民
の
安
心
を
支
え
て
き
た
皆
保
険

制
度
は
存
続
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。

　

世
界
に
誇
る
皆
保
険
制
度
を
将
来
に
引
き
継
ぎ
、
持
続
可
能
な
制
度
に
す
る
た

め
に
も
、
今
こ
そ
現
役
世
代
に
過
重
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
制
度
の
抜
本
的
な
見
直

し
な
ど
の
課
題
に
道
筋
を
つ
け
、
皆
保
険
制
度
を
全
世
代
で
支
え
る
改
革
を
実
現

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
加
入
者
・
国
民
の
理
解
と
協
力
が
不
可
欠

で
あ
り
、
健
保
組
合
と
健
保
連
は
発
信
力
強
化
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

▼
加
入
者
の
健
康
を
支
え
る
健
保
組
合
の
保
健
事
業
の
充
実・拡
充

　

健
保
組
合
は
事
業
主
と
と
も
に
、
加
入
者
の
特
性
に
応
じ
た
き
め
細
や
か
な
保
健

事
業
を
効
果
的
・
効
率
的
に
展
開
し
、
健
康
づ
く
り
・
疾
病
予
防
な
ど
に
取
り
組
む

こ
と
で
健
康
を
創
出
し
、
健
康
寿
命
の
延
伸
に
も
貢
献
し
て
き
た
。
健
保
組
合
は
、

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
を
確
実
に
継
続
し
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
加
入
者
の
多
様
化

な
ど
社
会
の
変
化
に
対
応
し
、
医
療
Ｄ
Ｘ
を
活
用
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
現

役
世
代
へ
の
理
解
促
進
の
た
め
の
取
り
組
み
も
強
化
し
つ
つ
、
加
入
者
の
た
め
に
先
駆

的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
。

▼
保
険
給
付
の
適
正
化・重
点
化
と
負
担
の
公
平
性
確
保

　

医
療
技
術
の
発
展
に
伴
う
医
療
の
高
度
化
お
よ
び
高
額
薬
剤
の
保
険
収
載
等
に
よ

り
、
医
療
費
は
増
大
す
る
一
方
で
、
少
子
高
齢
化
の
な
か
、
現
役
世
代
に
過
度
に
依

存
し
た
負
担
構
造
の
ま
ま
で
は
、
給
付
と
負
担
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
拡
大
し
、
安
定
し

た
制
度
の
持
続
性
は
確
保
で
き
な
い
。
医
療
費
の
財
源
は
有
限
で
あ
る
と
の
認
識
の

も
と
、
医
療
費
の
伸
び
を
抑
制
し
、
自
身
の
健
康
を
守
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
セ
ル
フ

メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
取
り
組
み
推
進
を
図
る
ほ
か
、
適
正
化
に
資
す
る
保
険
給
付
範

囲
の
見
直
し
や
経
済
性
も
考
慮
し
た
薬
剤
使
用
の
最
適
化
な
ど
、「
給
付
と
負
担
の

見
直
し
」
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

▼
安
全・安
心
で
効
果
的・効
率
的
な
医
療
提
供
体
制
の
構
築
と
医
療
Ｄ
Ｘ
の
推
進

　

少
子
高
齢
化
の
加
速
に
よ
り
、
医
療
ニ
ー
ズ
の
変
化
や
医
療
・
介
護
従
事
者
の
減

少
が
進
み
、
こ
の
ま
ま
で
は
医
療
提
供
体
制
の
確
保
が
難
し
く
な
っ
て
い
く
。
医
療
機

能
の
分
化
・
連
携
の
強
化
と
地
域
の
状
況
に
応
じ
た
集
約
化
が
必
須
と
な
り
、
か
か

り
つ
け
医
制
度
の
構
築
や
医
療
Ｄ
Ｘ
の
推
進
に
よ
っ
て
、
国
民
に
と
っ
て
安
全
・
安
心

で
効
果
的
・
効
率
的
な
医
療
体
制
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

医
療
Ｄ
Ｘ
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
保
健
、
医
療
、
介
護
分
野
の
情
報
等
を
活
用

す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
が
、
よ
り
良
質
か
つ
効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
体

制
を
構
築
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
超
高
齢
社
会
に
あ
っ
て
は
、
今
後
ま
す
ま
す

医
療
の
需
要
が
高
ま
り
、
限
ら
れ
た
医
療
資
源
を
有
効
活
用
し
、
持
続
可
能
な
社
会

保
障
制
度
を
築
く
た
め
の
中
核
と
な
り
う
る
。

　

医
療
Ｄ
Ｘ
推
進
の
基
盤
と
な
る
マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
活
用
し
、
国
民
が
そ
の
メ
リ
ッ

ト
を
実
感
で
き
る
「
電
子
処
方
箋
の
普
及
」、「
電
子
カ
ル
テ
情
報
の
標
準
化
」
を
推

進
し
、
わ
が
国
全
体
に
お
い
て
社
会
生
活
に
浸
透
さ
せ
て
い
く
取
り
組
み
を
強
力
に
進

め
る
べ
き
で
あ
る
。

今こそ抜本改革を

令和7年度　健康保険組合全国大会

－ 現役世代を守れ、
　 2025年問題は終わっていない －

決　

議

危機！危機！持続可能な制度のために皆保険存続の





開始はいつから？
　子ども・子育て支援金は令和8年４月分保険料（５月納付分）から、一般保険料・介護保険料と合わせて徴収する
ことになります。

一般保険料 介護保険料
（介護納付金分）

子ども・子育て支援金
（子ども・子育て支援納付金分）＋＋

令和8年４月分からの保険料

支援金は何に使われるの？
　「こども未来戦略」において、我が国の少子化対策を本格化するためのさまざまな施策が盛り込まれた「加速化プ
ラン」が策定され、支援金はその財源を担うものです。具体的には、児童手当の抜本的拡充、妊婦のための支援給付、
出生後休業支援給付率の引き上げ、育児時短就業給付の創設、こども誰でも通園制度、国民年金第１号被保険者の
育児期間に係る保険料免除措置等に充てられます。

どれくらいの負担になるの？
　支援金は令和8年度からスタートし令和10年度まで段階
的に上がり※、令和10年度の子ども・子育て支援金の加入者
1人当たり平均月額は450円を想定されています。報酬に応
じ負担額は異なり、健保組合は共済組合に次いで負担が多
くなる見込みです。
※令和10年度に支援納付金の最大規模を決めているため、令和11年
度以降、健康保険料や介護保険料のように右肩上がりで増え続ける
ことはありません。

詳しくは、こども家庭庁のホームページをご参照ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin

負担する対象者は？
　社会保険に加入しているすべての人が対象となります。

子ども・子育て支援金子ども・子育て支援金令和8年度
START！ 子ども・子育て支援金制度が令和8年度からスタートします。

子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体で支える新しい制度です。

令和8
年度

令和9
年度

令和10
年度

令和11年度以降

＜支援金率・支援金の負担イメージ＞



被扶養者の認定基準が
一部変わりました

令和7年10月から

被保険者に扶養されている3親等以内の親族の方で、一定の要件のもと健保組合に認定された方を被扶養者と
いいます。これまで、被扶養者になるための要件のひとつとして、1年間の収入が130万円（60歳以上また
は障がい者は 180 万円）未満で、かつ被保険者の収入の 2 分の 1 未満であることとされていました。
しかし、令和7年度税制改正の大綱において、働き手が不足している状況を鑑みて、19歳以上23歳未満の
方の特定扶養控除の所得制限が103万円以下から150万円以下に変更されました。
この変更との整合性を図る観点から、同対象年齢の方の被扶養者認定要件も下記のとおり変更されました。

被扶養者の何が変わったの？ 

被扶養者は保険料を納めることなく、さまざまな給付や健康づくりへの
サポートを受けられます。こうした給付を受けられるのは、被保険者が
保険料を納めているからです。
　　　　　　3割（原則）負担での医療機関等の受診、健診や予防接種に
　　　　　　対する補助　など

被扶養者として認定されると？

たとえば…

当健保組合の被扶養者から外れることになります。そうなると、当健保組合の健康保険の資格はなくなり、ご
自身で新たに健康保険に加入する必要があります。
もし、資格喪失後に当健保組合の健康保険を使って医療機関を受診してしまった場合は、後日、当健保組合が
負担した医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

被扶養者の収入が一定の基準を超えるとどうなるの？

被扶養者として認定を受けるためには、上記をはじめとしたさまざまな条件を満
たす必要があります。そのうえで健保組合が総合的に判断をし、被扶養者として
認定するかを判断します。被扶養者を認定するにあたっては、必要書類を提出し
ていただく必要がありますので、ご協力をお願いします。

被扶養者になるためには…被扶養者になるためには…被扶養者になるためには…

対象者：19歳以上23歳未満の方（被保険者の配偶者は除く）
※年齢判定基準は、その年の12月31日時点の年齢。

令和7年９月まで 令和7年10月から

年間収入130万円未満 年間収入150万円未満





低低低低低低低低低

体もぽか
ぽか

満足感し
っかり

https://douga.hfc.jp/imfi ne/
ryouri/25winter01.html

作り方の動画は
コチラ

CHECK!

（汁を残した場合）海鮮チゲ鍋 1人分 225kcal ／食塩相当量1.6g

❶ えびは尻尾を残して殻をむき、背わたを取る。たらは３等分
に切る。白菜とにらはざく切りにし、しめじは小房に分ける。

❷ 鍋にＡを入れて混ぜ、中火で煮立たせる。えび、たら、ほたて
を入れて２～３分煮たら、白菜としめじを加えて１～２分煮る。

❸ にらをのせてひと煮する。

作り方
材料 〈2人分〉

えび（殻付き） ····················６尾
たら（切り身） ················ ２切れ
白菜 ····························  1/8株
にら ······························ 1/3束
しめじ ··························· 1/2株
ほたて（生） ···················大４個

Ａ  水 ···································· 600mL
 コチュジャン ······················大さじ2
 みそ ·································大さじ１
 鶏がらスープの素（顆粒） ····大さじ1/2
 砂糖 ·····························小さじ1/2
 すりおろしにんにく ··········小さじ1/2
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